
入 札 公 告 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

 

 

平成２７年９月１６日 

（契約責任者）西日本高速道路株式会社  九州支社 

支社長 北田 正彦 

 

◎調達機関番号 ４１９ ◎所在地番号 ４０ 

○第１２号 

 

１．工事概要 

（１）品目分類番号   ４１ 

（２）工事名     沖縄自動車道  浦添西原線１号橋他１橋（鋼上部工）工事（不落札協

議対象・電子入札対象） 

（３）工事場所    自）沖縄県中頭郡西原町字幸地 

至）沖縄県中頭郡西原町字徳佐田 

（４）工事内容      本工事は、幸地インターチェンジにおけるランプ橋、及び浦添西原

線１号橋（上・下）の鋼上部工工事である。 

（５）工事概算数量   

延長   浦添西原線１号橋（上り線） ２１５．０ｍ 

        浦添西原線１号橋（下り線） ２１５．０ｍ 

        幸地インターチェンジランプ橋   ６２．０ｍ 

幅員   浦添西原線１号橋（上り線）  １８．５ｍ～１１．６ｍ 

        浦添西原線１号橋（下り線）  １９．１ｍ～１２．２ｍ 

        幸地インターチェンジランプ橋  １３．４ｍ 

形式   浦添西原線１号橋（上り線） 鋼４径間連続３主鈑桁橋 

        浦添西原線１号橋（下り線） 鋼４径間連続３主鈑桁橋 

        幸地インターチェンジランプ橋 鋼単純細幅箱桁橋 

（６）工期      契約締結日の翌日から９００日間 

（７）使用する資機材 コンクリート   約  ２，６００ｍ3 

鉄筋       約    ３２０ｔ 

ＰＣ鋼材     約 ４８，３００ｋｇ 

鋼材       約  １，８００ｔ 

（８）本工事は、「企業の高度な技術力」として入札説明書に参考として示した図面及び仕様書

（以下「設計図書」という。）又はそのうちあらかじめ指定する部分（以下「標準案」とい

う。）に係る社会的要請の高い課題についての施工上の工夫、具体的な施工計画その他の提

案（以下「技術提案」という。）について記述した確認資料の提出を求め、入札価格とその



他の技術的要素を総合的に評価した結果、西日本高速道路株式会社にとって最も有利な入

札者を落札者とする総合評価落札方式の工事である。 

（９）本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事であ

る。なお、入札時に施工方法等の提案を行い、その提案が採用された場合には、採用され

た提案に対する再度の提案は受け付けない。 

（10）本工事は資料の提出、入札等を電子入札システムで行う電子入札対象工事である。なお、

電子入札によりがたい者は、契約責任者に届出を行い、紙入札方式によることができる 

（11）本工事は、すべての入札参加者から単価表の提出を求める工事である。 

（12）紙入札方式の場合（11）の単価表は原則として電磁的記録媒体（ＣＤ－Ｒ）で提出する

ものとする。ただし、電磁的記録媒体での提出ができない場合は、紙の単価表を提出する

ものとする。 

（13）本工事は、総価単価契約の対象工事である。本工事では、受発注者間の双務性の向上と

ともに、変更契約等における協議の円滑化を図るため、落札決定から契約締結までの間に

発注者及び落札者が協議を行って、総価契約の内訳として項目ごとの金額（以下「単価」

という。）を合意することとする。 

総価単価契約の実施にあたっては、単価を個別に合意する方式（以下「単価個別合意方

式」という。）によることとするが、落札者が希望した場合及び協議開始から１４日以内に

単価個別合意方式による単価合意が成立しなかった場合は、単価を包括的に合意する方式

（以下「単価包括合意方式」という。）により行うものとする。 

（14）本工事は「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の

下記に示す費用（以下「実績変更対象費」という。）について、工事実施にあたって不足す

る技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、

労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事積算基準の金額相当では適正な工事の実

施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終設計変更時点で設計

変更する試行工事である。 

営 繕 費：労働者の送迎費、宿泊費、借上費 

（宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る） 

労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用 

  (15) 本工事は不落札協議の対象工事であり、落札者がいないとき又は再度の入札に付して   

も落札者がいないときに、当該入札手続きが終了した旨を明らかにした上で、入札参加者

に対して協議を要請する場合がある。 

     不落札協議は、不落札となった工事の単価、歩掛り、施工方法その他の技術的事項につ

いて、入札時において提出された単価表その他会社が求める資料に基づき会社・入札参加

者の双方が確認するものである。 

 

２．競争参加資格 

当該工事に係る競争に参加する者に必要な資格を有する者は、次に掲げる条件をすべて満足

し、かつ、契約責任者による当該工事に係る競争参加資格確認の結果、資格があると認められ

た者とする。 



（１）西日本高速道路株式会社契約規程実施細則（平成１７年細則第７号）第６条の規定に該

当しない者であること。 

（２）開札時に、平成２７・２８年度西日本高速道路株式会社工事一般競争（指名競争）参加

資格のうち「鋼橋上部工工事」の資格を有し（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）

に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２

５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、

西日本高速道路株式会社が別に定める手続きに基づく工事一般競争（指名競争）参加資格

の再認定を受けていること。）、かつ、当該資格の認定の際に算定された客観的事項に係る

点数が１，１００点以上である者（上記の再認定を受けたものにあっては、当該再認定の

際に、客観的事項に係る点数が１，１００点以上であること。）。又は、この条件を満たす

２社で構成された共同企業体。なお、経常建設共同企業体、協業組合及び事業協同組合は、

特定建設工事共同企業体の構成員となれないものとする。 

（３）施工実績 

平成１２年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した次の同種工事の施工実績を

有すること。ただし、施工実績は、西日本高速道路株式会社が発注し、完成・引渡しが完

了した工事（旧日本道路公団が発注し、平成１３年度以降に完成・引渡しが完了した工事

を含む。）である場合にあっては、評定点合計が６５点未満のもの並びに国、地方公共団体

及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号）

第２条第１項の政令で定める法人（以下「他の機関」という。）が発注した工事である場合

にあっては、工事成績評定が一定の点数未満であるために当該他の機関の競争入札におい

て施工実績として認めていないものを除く。（特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企

業体の構成員としての施工実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る。） 

（ア）同種工事 

鋼連続鈑桁橋を工場制作し、かつ最大支間長４５ｍ以上の鋼鈑桁橋を自動車専用道路

における規制内（通行止規制を含む）で、トラッククレーンベント架設工法により架設

した工事 

ただし、特定建設工事共同企業体にあっては、特定建設工事共同企業体を構成する代

表者が（ア）同種工事の施工実績を有し、特定建設工事共同企業体を構成する代表者以

外の構成員は、（ア）同種工事若しくは（イ）同種工事の施工実績を有すること。 

（イ）同種工事 

鋼連続鈑桁橋を工場制作し、かつ鋼鈑桁橋をトラッククレーンベント架設工法により

架設した工事 

（４）配置予定の技術者等 

次に掲げる基準を満たす現場代理人、主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置でき

ること。なお、現場代理人を常駐する期間及び主任技術者又は監理技術者を専任で配置す

る期間は、工事現場が稼動（準備工事を含む。）している期間とする。 

① 専任の主任技術者又は監理技術者が、当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る

技術資格者又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 

② 現場代理人、主任技術者又は監理技術者が、平成１２年度以降に下記の同種工事の経



験を有する者であること。ただし、施工実績の取扱いは（３）に同じ。 

同種工事 

鋼連続鈑桁橋を工場制作し、かつ鋼鈑桁橋をトラッククレーンベント架設工法により 

架設した工事 

③ 専任の主任技術者又は監理技術者を配置する場合にあっては、入札参加希望者と直接

的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的雇用関係とは、確認資料提出日以前

に３ヶ月以上の雇用関係にあることをいう。 

④ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者で

あること。 

（５）競争参加資格確認申請書及び確認資料（以下「申請書等」という。）の提出期限の日から

開札の日までの期間に、「西日本高速道路株式会社指名停止等事務処理要領（平成１７年要

領第９６号）」に基づき、「地域４」において、指名停止を受けていないこと。共同企業体

の場合は、各構成員が前述の期間において指名停止を受けていないこと。 

（６）共同企業体を構成する場合においては、次に掲げる事項を満たしていること。 

イ）各構成員が当該工事に対する建設業法（昭和２４年法律第１００号）の許可業種につ

き、許可を有しての営業年数が５年以上であること。ただし、相当の施工実績を有し、

確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営

業年数が５年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。 

ロ）各構成員が当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を

有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。 

ハ）工事等競争参加資格登録要領別紙９－１に定める標準特定建設工事共同企業体協定書

（甲）による協定書（案）が提出されていること。 

ニ）各構成員の出資比率が３０％以上であることとし、代表者の出資比率は構成員中最大

であること。 

（７）上記１．に示した工事に係る設計業務等の請負人又は当該請負人と資本若しくは人事面

において関連がある建設業者でないこと。 

（８）警察当局から、暴力団員等が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、

公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

 

３．総合評価に関する事項 

（１）落札者の決定方法 

入札参加者は、「入札価格」並びに「企業の高度な技術力」に係る技術的要素でもって契約

の申込みを行い、入札価格が契約制限価格の範囲内である者のうち、（２）総合評価の方法に

よって得られた数値（以下「評価値」という。）の最も高い者を落札者とする。 

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合

した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが

公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるとき

は、契約制限価格の範囲で発注者が定める最低限の要求要件を満たして入札した他の者のう

ち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 



（２）総合評価の方法 

１）技術評価点の最高点を２０点とする。なお、次の場合、次の付加点を付与するものとす

る。 

イ）技術評価点１位の者が２者以上の場合 

技術提案または施工計画の評価結果及び質的内容に着目の上で優劣を判断し、最も優 

位な１者に対し０．５点 

ロ）技術評価点１位の者と２位の者との差が０．５点未満の場合 

１位の者に対し２位の者との技術評価点の差が０．５点となる点数 

２）技術評価点は、あらかじめ定めた技術評価基準に基づいて、技術提案を次の評価項目ご

とに評価して得られた数値を合算することにより算出する。 

イ）企業の高度な技術力 

① 性能・強度等 

・供用中の高速道路上での一括架設時における施工上の留意点と技術的な工夫 

・床版コンクリートにおける品質・耐久性を確保するための施工上の留意点と技術的な

工夫 

・現場溶接における品質・耐久性を確保するための施工上の留意点と技術的な工夫 

・主構造（主桁、横桁）の出来形精度の向上に関する留意点と技術的な工夫 

② 社会的要請 

・供用中の高速道路の上空及び近接箇所での施工における安全管理についての留意点と

技術的な工夫 

・工事用道路を利用した桁運搬時における公衆災害に対する安全対策についての留意点

と技術的な工夫 

③ 工事中のコスト削減 

・契約後ＶＥ提案につながる基本的な考え方 

３）価格評価点は、入札価格に対する評価点数であり、審査対象基準価格と同額である価格

評価基準額を１００点とし、それを下回る場合は０点とする。 

４）入札価格と価格以外の技術的要素の総合評価は、入札参加者に付与された技術評価点と

価格評価点を合算した評価値をもって行う。 

（３）上記（２）２）に係る評価項目の詳細、評価基準の内訳は入札説明書による。 

（４）企業の高度な技術力に係る評価項目について標準案と異なる提案を行う場合は、当該技術

提案の内容及び施工計画を記載した確認資料を提出すること。ただし、当該技術提案が適正

と認められない場合は標準案に基づいて施工する意思があるときは、併せて標準案による施

工計画を提出すること。また、標準案に対して企業の高度な技術力に係る提案を行わない場

合は、標準案による施工計画を提出すること。 

（５）上記（４）により提出された企業の高度な技術力に係る技術提案の採否については、競争

参加資格の確認結果と併せて通知する。技術提案による競争参加資格が認められた者は当該

提案に基づく入札を行い、標準案による施工計画が認められた者は標準案に基づく入札を行

うことを条件とし、これに違反した入札は無効とする。 

 



（６）上記（２）２）で求めた技術提案については、履行状況を踏まえて、受注者の責めに帰す

べき事由により入札時の評価内容が実施されていないと判断された場合は、工事成績評定点

を減ずるとともに、履行されなかった評価項目を再度評価し、評価された値に応じた未履行

額を請負代金額から減ずる場合がある。 

 

４．入札手続等 

（１）担当部署 

〒８１０－０００１ 福岡県福岡市中央区天神１－４－２ エルガーラ８階 

西日本高速道路株式会社  九州支社  総務企画部 経理課 課長代理  神々  誠二 

電話０９２－７１７－１７４５ 

（２）入札説明書、図面、仕様書等の交付期間及び方法 

①交付期間：平成２７年９月１６日（水）から平成２７年１０月８日（木）まで（土曜

日、日曜日及び祝日（以下「休日」という。）を除く）。 

②交付方法：入札情報公開システムより、提供する。 

https://www.epi-asp.fwd.ne.jp/koukai/do/logon?name1=06E0060006400600 

当案件のダウンロードに必要なパスワードは、「154000015」である。  

なお、通信環境の不具合等やむを得ない事由により､上記交付方法による入

手ができない者は、上記交付期間の毎日午前１０時から午後４時まで、上

記４．（１）の場所において入手することができる。 

（３）申請書等の提出期間、場所及び方法 

①提出期間：平成２７年９月１７日（木）から平成２７年１０月８日（木）までの休日

を除く毎日午前１０時から午後４時まで。 

②提出場所：上記４．（１）に同じ。 

③提出方法：電子入札システムにより提出すること。ただし、契約責任者に紙入札の届

出を行った場合は、紙により持参、郵便（書留郵便に限る。）又は託送（※

１）すること。 

※１  託送とは、民間事業者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）

第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便

事業者による同条第２項に規定する信書便で書留郵便と同等のものをいう。以下同じ。 

（４）入札書の提出期限、場所及び入札書の提出方法 

①提出期限：平成２７年１１月３０日（月）午前１１時００分まで。（ただし、郵便（書

留郵便に限る。）又は託送による入札については、期限までに上記４．（１）

へ必着させること。） 

②提出場所：上記４．（１）に同じ。 

③提出方法：電子入札システムにより提出すること。ただし、契約責任者に紙入札の届

出を行った場合は、紙により持参、郵便（書留郵便に限る。）又は託送する

こと。 

（５）開札の日時及び場所 

①開札日時：平成２７年１２月１日（火）午後１時３０分 



②開札場所：上記４．（１）の９階建設・改築事業部会議室 

 

５．その他 

（１）契約の手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）入札保証金及び契約保証金 

イ) 入札保証金 免除 

ロ) 契約保証金 納付 

ただし、金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公

共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約

保証金の納付を免除する。 

（３）入札の無効 

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書等に虚偽の記載をした者のし

た入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

（４）低入札価格調査 

上記３．（１）ただし書きの目的を達するため、本工事においては審査対象基準価格を設

定し、評価値が最高である者の入札価格がこれを下回る場合は、入札手続きを保留し、当

該入札者を対象として低入札価格調査を行う。 

（５）契約締結後の技術提案 

契約締結後、請負人は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させること

なく請負代金額の低減を可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に

提案することができる。提案が適正であると認められた場合には、設計図書を変更し、必

要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細は特記仕様書等

による。 

（６）入札時に単価表の提出のない者の行った入札は無効とする。提出された単価表を審査し

た結果、真摯な見積りを行っていないと認められたときは、その者の行った入札を無効と

する場合がある。 

（７）入札者の故意又は重大な過失により入札書が無効となった場合は、当該入札者に対し、

指名停止の措置を講じることがある。 

（８）配置予定技術者の確認 

落札者決定後、コリンズ等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の

事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。なお、病気、死亡、退職等の極め

て特別な場合でやむを得ないものとして承認された場合の外は、確認資料の記載内容の変

更は認められない。 

（９）手続における交渉の有無  無 

（10）契約書作成の要否  要 

（11）当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契

約により締結する予定の有無 無 

（12）関連情報を入手するための照会窓口は、上記４．（１）に同じ。 



（13）一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 

上記２．（２）に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記４．（３）によ

り申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札時において当該資

格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 

（14）紙入札方式による参加を希望する場合の手続 

紙入札方式による参加を希望する者は、上記４．（３）①の期限までに、申請書等ととも

に紙入札方式参加（変更）届出書（電子入札留意事項様式１）を、上記４．（１）に示す場

所に持参、郵便（書留郵便に限る。）又は託送により提出しなければならない。 

（15）本件は、電子契約の対象とする。（詳細は入札説明書を参照。） 

（16）詳細は入札説明書による。 

 

５．Summary  

（１）Official in charge of the contract of the procuring entity :Masahiko Kitada  

Director General of Kyushu Branch, West Nippon Expressway Company Limited 

（２）Classification of the services to be procured : 41 

（３）Subject  matter  of  the contract : Construction  work  of the  Okinawa 

Expressway The first bridge of Urasoenisihara and ohter (Steel bridge upper part 

mechanic) Construction 

（４）Time Limit for the submission of application forms and relevant documents for the 

qualification by electronic bidding system: 4:00P.M. 8 October 2015(if brought with 

you,4:00P.M. 8 October 2015. if by mail, 4:00P.M. 8 October 2015) 

（５）Time limit for the submission of tenders by electronic bidding system : 11:00A.M. 

30 November 2015(If brought with you, 11:00A.M. 30 November 2015. If by mail 11:00A.M. 

30 November 2015) 

（６）The language used for application and inquiry shall be Japanese． 

（７）Contact point  for tender documentation : Seiji Miwa, Assistant Manager of 

Accounting Division, General Affairs and Planning Department, Kyushu Branch, West 

Nippon Expressway Company Limited 

1-4-2, Tenjin, chuo-ku, Fukuoka City, Fukuoka Prefecture, 810-0001 ，  Japan. 

TEL.092-717-1745 


